様式第１５号
補習費・補修費特別保護単価内訳書
	施設名
	


	児童氏名
	学年
	金額
	金額の内訳等

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計
	
	
	


· 金額を証明する領収書等を添付すること。
補修費保護単価
措置児童の高校生のうち，学習塾に通っている児童であって、学習塾に必要な授業料（月謝）、講習会費等
高校３年生：月２５，０００円を上限とする実費

　上記以外：月２０，０００円を上限とする実費
補習費特別保護単価
　　措置児童の高校生のうち、集団学習に馴染むことが困難と考えられる児童の家庭教師代

　月２５，０００円を上限とする実費
■対象経費
入会金、授業料（月謝）、講習会費、教材費、模擬テスト代、交通費。
■対象外経費
· 施設内で使用する学習机、椅子等の物品購入費及び参考書、問題集等の図書

購入費やパソコン購入費。

· 家庭教師にかかる月謝（謝礼）・教材費。

· ピアノ、舞踊、スイミングスクール、武道、習字、そろばん、外国語会話等の

お稽古ごとに支出した経費。
様式第１５号
補習費・補修費特別保護単価内訳書
	施設名
	里親　新潟太郎，新潟花子


	児童氏名
	学年
	金額
	金額の内訳等

	新潟　遼
	３年
	220,000
	授業料月20,000円×11ヵ月

	〃
	〃
	20,000
	入会金

	〃
	〃
	10,000
	模擬試験代

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計
	
	250,000
	


· 金額を証明する領収書等を添付すること。
補修費保護単価
措置児童の高校生のうち，学習塾に通っている児童であって、学習塾に必要な授業料（月謝）、講習会費等
高校３年生：月２５，０００円を上限とする実費

　上記以外：月２０，０００円を上限とする実費
補習費特別保護単価
　　措置児童の高校生のうち、集団学習に馴染むことが困難と考えられる児童の家庭教師代

　月２５，０００円を上限とする実費
■対象経費
入会金、授業料（月謝）、講習会費、教材費、模擬テスト代、交通費。
■対象外経費
· 施設内で使用する学習机、椅子等の物品購入費及び参考書、問題集等の図書

購入費やパソコン購入費。

· 家庭教師にかかる月謝（謝礼）・教材費。

· ピアノ、舞踊、スイミングスクール、武道、習字、そろばん、外国語会話等の

お稽古ごとに支出した経費。
記入例








